
随 想

　スプリンクラー設備は、消防用設備等の中でもその効果と信頼性はずば抜けています
が、一方で設置コストが高いという弱点があります。このため、大きな被害を出す火災
が発生すると、関係する防火対象物にスプリンクラー設備の設置を義務づけるべきでは
ないか、という声が上がり、消防庁では、そのたびに慎重に検討しては、あるときは設
置対象を拡大し、あるときは見送るという歴史を繰り返してきました。本稿では、その
ようなスプリンクラー設備の設置対象拡大の歴史を整理するとともに、検定対象となっ
ているスプリンクラー設備関係の消防用機械器具等との関係も整理してみたいと思いま
す。

当初の基準
　表１は、消防法第17条が全国統一的な規定になった当時（昭和36年（1961）４月１日）
のスプリンクラー設備の設置対象（消防法施行令（以下「消令」）第12条第１項）を整
理したものです。ここでは、現在の指定可燃物に相当する物質に関係する規定（第３号）
は除いていますが、事実上、現在（第８号、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別
表第４で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱う消令別表第一に掲げる建築物・
工作物にはスプリンクラー設備を設置する。）と同様ですので、以下の分析でも省略す
ることにします。
　当時、防火対象物全体にスプリンクラー設備の設置が必要となるほど火災危険性が高
いと考えられていたのは、消令別表第一第（１）項（劇場等、「（１）項」と略記し、以下、
他の用途も同様とします。）と（４）項（物品販売店舗等）だけでした。
　（１）項は、舞台部の設けられる階とその床面積によってスプリンクラー設備の設置義
務が規定されており、たとえば舞台部が地階、無窓階又は４階以上の階にある場合、舞
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台部の床面積が300㎡以上あれば、当該防火対象物全体にスプリンクラー設備の設置が
必要となります。この規定は、現在でも同様です。
　このような規定ぶりは、他の用途に比して（１）項の火災危険を過大視し過ぎている
ようにも見えますが、舞台部は無窓の高天井空間で大道具・緞帳などの可燃物が立体的
に錯綜しており、消火が極めて難しいものです。一方で、防火区画されていない隣接の
無窓空間には多数の客席があり、避難路は限定されています。考えてみれば、（１）項は
出火した場合には極めて危険なものだと改めて思います。実際、当時、東京で、神田共
立講堂の火災（昭和31年（1956））、明治座の火災（昭和32年（1957））、東京宝塚劇場の火
災（昭和33年（1958）死者３名）など、耐火建築物なのに全焼する有名建築物の火災が立
て続けに起こっていたため、（１）項のスプリンクラー設備設置基準を特別厳しくしても、
そう違和感はなかったのかも知れません。
　（４）項の代表である大規模百貨店は、無窓の大空間に可燃物が大量に集積され、女性、
子供、老人を含む不特定多数の客が利用する施設であるため、当時も社会的に火災危険
が問題視されていました。また、欧米の火災保険会社が百貨店にはスプリンクラー設備
の設置を前提としていたこともあって、有名百貨店は既に火災保険制度に対応したスプ
リンクラー設備は設置済みでした。このため、大規模な（４）項には防火対象物全体に
スプリンクラー設備の設置が義務づけられることは、当然と考えられていたのかも知れ
ません。
　（１）項と（４）項以外では、（２）項（キャバレー等）、（３）項ロ（飲食店）、（５）項イ（旅
館・ホテル等）及び（６）項（病院・福祉施設等）も火災危険が高いと考えられており、
地階、無窓階又は４階以上の階で一定以上の床面積のものには、当該階にスプリクラー

表１　当初のスプリンクラー設備設置対象（消令第12条第１項）　（昭和36年（1961）４月１日）

和暦 西暦年 号 現号

舞台部が地階、無窓階or4階
以上の階にあるもの

舞台部の床面積300㎡以上の
防火対象物

その他の階にあるもの
舞台部の床面積500㎡以上の
防火対象物

階数が5以上
売り場の床面積の合計6000㎡
以上の防火対象物

階数が4以下
売り場の床面積の合計9000㎡
以上の防火対象物

(2)項
主たる用途に供する部分の床
面積が1000㎡以上の階

(3)項ロ、(4)項、(5)項イ、
(6)項

主たる用途に供する部分の床
面積が1500㎡以上の階

和暦 西暦年 号 現号

①
S39.7.1
～

S48.5.31

1964
～
1973

5 12
(1)項～（６）項、（１２）項
ロ、（１５）項

11階以上の部分のうち､建基
令112条の高層面積区画（100
㎡～500㎡）された部分以外の
部分

11階以上で当該部分の床面積
の合計が100㎡超の部分

② S48.6.1～
現在

1973～
現在

7 12
別表第一に掲げる防火
対象物

11階以上の階 当該階※

③
S50.1.1
～
現在

1975
～
現在

2 3
（1）項～(4)項、
(5)項イ、(6)項、(9）項イ、
(16）項イ

地階を除く階数が11以上
地階を除く階数が11以上の防火

対象物※

表１　当初のスプリンクラー設備設置対象（消令第12条第1項）　（昭和36年（1961）4月1日）

施行年月日 消令12条1項 対象となる政令
別表第一の用途

階等の条件
スプリンクラーを設置する
防火対象物又はその部分

（注1）指定可燃物相当物質関係の規定（第3号）は除いている。以下の表において同じ。
（注2）「現号」は、当時の基準に相当する現在の消令（第12条第1項）の号番号を示す。以下の表において同じ。

S36.4.1
～
現在

1961
～
現在

1 2 (1)項

S36.4.1
～

S48.5.31

1961
～
1973

2 4 (4)項

S36.4.1
～

S39.6.30

1961
～
1964

4 11 地階、無窓階or4階以上の階

※省令で定める部分を除く

表2　高層建築物におけるスプリンクラー設備設置対象の推移

番
号

施行年月日 消令12条1項 対象となる政令
別表第一の用途

階等の条件
スプリンクラー設備を設置する
防火対象物又はその部分
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設備の設置を義務づける規定ぶりになっていました。これらの用途は、その後の「特定
防火対象物」とほぼ同様のラインアップです。
　その後、スプリンクラー設備の設置対象は、①高層建築物の登場、②千日デパートビ
ル火災と大洋デパート火災、③高齢者福祉施設の火災と病院火災、④その他大きな被害
を出す火災、などを踏まえて、順次拡大されていくことになります。以下、これらにつ
いて、その変遷を見ていくことにします。

高層建築物の登場
　昭和36年（1961）まで、建築物の高さは建築基準法（以下「建基法」）の集団規定で31
ｍ以下に制限されていました（建基法第57条（当時））。しかし、昭和36年（1961）の特
定街区制度（建基法第59条の２（当時））の創設により高さ31mを超える建築物（高層建
築物）の建築が可能になったため、当時、同制度第１号の霞ヶ関ビル（昭和43年（1968）
竣工）を皮切りに、多数の高層建築物が急速に建設されるようになると考えられていま
した。このため、高層建築物に対するスプリンクラー設備の設置基準が、表２のように
順次強化されました。

　表２の①のいわゆる「高層面積区画」は、予想される高層建築物大量建設時代を前に、
昭和39年（1964）１月に建基法施行令（以下「建基令」）第112条（防火区画）に第５項～
第７項（現第７項～第９項）として追加されたものです。内容は、高層部分は100㎡区画（第
５項）を基本とし、内装が下地・仕上げとも準不燃材料なら200㎡区画（第６項）、不燃
材料なら500㎡区画（第７項）で、スプリンクラー設備などの自動消火設備設置で倍読
み出来ることになっており、考え方は現在と全く同様です。
　表２の①は、昭和39年（1964）７月に、この高層面積区画の制定を受けて定められた

表２　高層建築物におけるスプリンクラー設備設置対象の推移
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ものです。建築基準法で高層面積区画の義務があるのに、それ以外の部分にスプリンク
ラー設備を設置することになっており、いったいどこに設置することになるのか、考え
てもよくわかりません。可能性のあるのは階段室やエレベーター部分ですが、それも昭
和46年（1971）１月に第８項（現第10項）が追加されて、高層面積区画の適用除外が明
記されました。
　というわけで、表２の①に基づくスプリンクラー設備の設置例はほとんどなかったの
ではないかと考えられます。もっとも、霞が関ビル、世界貿易センタービルなど、草創
期のほとんどの高層ビルには、スプリンクラー設備が全館に自主設置されたということ
ですので、この規定の実質的な意味はあまりなかったのかも知れません。
　それにしても、なぜこんな規定ぶりになったのでしょうか。はしご車の届かない高層
部分で火災が発生しても、細かく防火区画されていれば、建物全体が炎上してしまうよ
うなことにはならないはず、それ以外の部分にだけスプリンクラー設備の設置を義務づ
けておけば「最低限の基準」としては十分である、ということかも知れません。
　しかし、高層部分でも、内装制限されていれば最大500㎡というかなり大きな空間がス
プリンクラー設備なしで建設可能になってしまいます。高層部分でそのような空間が火
災になった場合、消防活動は相当大変だと思います。消防庁や消防機関としては、高層
建築物のスプリンクラー設備の設置対象を、もっと厳しくしたかったのではないでしょ
うか。
　このため、後述するように、千日デパートビル火災（昭和47年（1972）５月、死者118名）
を契機とした一連の規制強化の際に表２の②の改正が行われ、大洋デパート火災（昭和
48年（1973）11月、死者100名）を契機とした規制強化の際には③の改正が行われました。
　②の改正により、どんな防火対象物でも11階以上の階には原則としてスプリンクラー
設備が設置されることになり、③の改正によって、高層の特定防火対象物については、
既存のものも含めて防火対象物全体にスプリンクラー設備が設置されることになって、
高層建築物の火災安全性は非常に高くなりました。
　火災になった千日デパートビルも大洋デパートも高層建築物ではなかったのに、その
当時の世論や国会での議論等を背景に、抜け目なく高層建築物に対するスプリンクラー
設備の設置規制を強化した当時の消防庁の手際には感心します。
　なお、表２の「※　省令で定める部分を除く」の「省令」は消防法施行規則（以下「消
則」）第13条のことです。昭和48年（1973）６月に②の改正により、用途を問わず11階以
上の階には原則としてスプリンクラー設備が設置されることになった時、同日付で消則
第13条が改正されました。この改正では、高層共同住宅を念頭に、原則として100㎡以下
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ごとに所定の防火区画がなされた部分にはスプリンクラー設備の設置を免除（同条第１
項（現第２項））したほか、高層建築物全体を対象として、階段室、浴室などスプリンクラー
設備の設置が必要ないか適当でない場所を細かく規定しています（同条第２項（現第３
項））。
� （以下次号）
（注）�本稿の過去の改正内容については、東京理科大学ホームページ「消防法令改正経

過検索システム」による。
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